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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の蓄電素子が並べられた蓄電素子群に取り付けられる配線モジュールであって、
　前記複数の蓄電素子の少なくとも一つに接続される導電部材と、
　開口部を有して前記開口部内に前記導電部材が収容されると共に、カバー係止受け部を
備えた絶縁プロテクタと、
　前記絶縁プロテクタにヒンジを介して前記開口部を開閉回動可能に設けられて前記導電
部材を覆うカバーと、
　前記カバーに設けられて前記開口部の外側に配され、前記カバー係止受け部に対して前
記ヒンジから遠い側から近い側に弾性的に変位することで前記カバー係止受け部と係合し
て前記カバーを閉鎖状態に保持するカバー係止部と、
　前記カバーに前記カバー係止部とは別体に設けられて前記開口部の外側に配される当接
リブと、
　前記絶縁プロテクタに設けられ、前記カバーに対して前記ヒンジから遠ざかる方向に力
が加えられて前記カバー係止部が前記カバー係止受け部との係合が外れる方向に変位した
ときに前記当接リブに当接することで前記カバー係止部と前記カバー係止受け部との前記
係合を支持するカバー支持部と、を備える配線モジュール。
【請求項２】
　前記当接リブは、前記ヒンジから遠ざかる方向に交差する方向に延びて形成されている
請求項１に記載の配線モジュール。
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【請求項３】
　前記ヒンジから遠ざかる方向に力が前記カバーに加えられない状態では、前記カバー支
持部と前記当接リブとの間にはクリアランスが設定されており、前記クリアランスの大き
さは、前記カバー係止部と前記カバー係止受け部との係り代よりも小さく設定されている
請求項１または請求項２に記載の配線モジュール。
【請求項４】
　前記絶縁プロテクタには、前記ヒンジから遠ざかる方向について前記カバー係止受け部
よりも前方の位置に、前記ヒンジから遠ざかる方向に交差する交差壁が設けられており、
前記交差壁には前記カバー支持部が形成されている請求項１ないし請求項３のいずれか一
項に記載の配線モジュール。
【請求項５】
　前記交差壁には切欠部が設けられており、
　前記カバーには前記切欠部に嵌入する嵌入部が設けられており、
　前記嵌入部には、前記カバーに対して、前記ヒンジから遠ざかる方向と交差する方向の
力が加えられた時に、前記交差壁のうち前記切欠部を構成する一対の口縁部の少なくとも
一方に当接する口縁当接リブが前記ヒンジから遠ざかる方向に沿って延びて形成されてい
る請求項４に記載の配線モジュール。
【請求項６】
　前記導電部材は前記複数の蓄電素子の少なくとも一つの状態を検知する検知線である請
求項１ないし請求項５のいずれか一項に記載の配線モジュール。
【請求項７】
　前記絶縁プロテクタと前記カバーとは前記ヒンジを介して一体に形成されている請求項
１ないし請求項６のいずれか一項に記載の配線モジュール。
【請求項８】
　前記絶縁プロテクタは、前記複数の蓄電素子が並べられた方向に沿って、複数の連結ユ
ニットが連結部によって連結されてなり、
　前記複数の連結ユニットのそれぞれには、前記カバー係止部と、前記カバー支持部と、
が形成されている請求項１ないし請求項７のいずれか一項に記載の配線モジュール。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の蓄電素子を並べてなる蓄電素子群に取り付けられる配線モジュールが知ら
れている。この配線モジュールは、絶縁プロテクタに設けられた開口部内に導電部材を収
容してなる。絶縁プロテクタの開口部にはカバーが取り付けられる。このカバーによって
、開口部内に収容された導電部材が覆われるようになっている。
【０００３】
　絶縁プロテクタとカバーとは、樹脂プロテクタに形成されたカバー係止受け部と、カバ
ーに形成されたカバー係止部とが係止することにより一体に組み付けられるようになって
いる。このような係止構造として、特許文献１に記載のものが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－８８９２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の構成によると、カバーに対して、カバー係止部とカバー係止受け部との係止が解
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除される解除方向の力が加えられた時に、カバーが解除方向に移動し、この結果、カバー
係止部とカバー係止受け部との係止が解除され、絶縁プロテクタからカバーが外れてしま
うことが懸念される。
【０００６】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、絶縁プロテクタからカ
バーが外れることが抑制された配線モジュールを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、複数の蓄電素子が並べられた蓄電素子群に取り付けられる配線モジュールで
あって、前記複数の蓄電素子の少なくとも一つに接続される導電部材と、開口部を有して
前記開口部内に前記導電部材が収容されると共に、カバー係止受け部を備えた絶縁プロテ
クタと、前記絶縁プロテクタに取り付けられて前記導電部材を覆うと共に、前記カバー係
止受け部に係止するカバー係止部を備えたカバーと、を備え、前記絶縁プロテクタには、
前記カバーに対して、前記カバー係止部と前記カバー係止受け部との係止が解除される解
除方向の力が加えられた時に、前記解除方向と反対方向から前記カバーに当接するカバー
支持部が形成されている。
【０００８】
　本発明によれば、カバー係止部とカバー係止受け部との係止が解除される解除方向にカ
バーが移動することを抑制することができる。これにより、カバー係止部とカバー係止受
け部との係止が解除されることが抑制されるので、絶縁プロテクタからカバーが外れるこ
とを抑制することができる。
【０００９】
　本発明の実施態様としては以下の態様が好ましい。前記カバーには、前記カバー支持部
に対向する部分に、前記カバーに対して、前記解除方向の力が加えられた時に前記カバー
支持部に当接する当接リブが前記解除方向に交差する方向に延びて形成されていることが
好ましい。
【００１０】
　上記の態様によれば、カバー係止部とカバー係止受け部との係止が解除される解除方向
のカバーに対して力が加わった時には、カバーに形成された当接リブがカバー支持部に当
接する。この当接リブにより、カバー支持部と当接した場合に、カバーが変形することを
抑制することができる。この結果、カバーの変形に伴ってカバー係止部とカバー係止受け
部との係止が解除されることが抑制されるので、絶縁プロテクタからカバーが外れること
を一層抑制することができる。
【００１１】
　前記解除方向の力が前記カバーに加えられない状態では、前記カバー支持部と前記当接
リブとの間にはクリアランスが設定されており、前記クリアランスの大きさは、前記カバ
ー係止部と前記カバー係止受け部との係り代よりも小さく設定されていることが好ましい
。
【００１２】
　上記の態様によれば、解除方向の力がカバーに加えられていない状態においては、カバ
ー支持部と当接リブとの間にはクリアランスが設定されているので、カバーと絶縁プロテ
クタとを容易に組み付けることができる。
【００１３】
　一方、解除方向の力がカバーに加えられた場合、カバーはクリアランスの分だけカバー
支持部に向かって移動する。すると、カバー支持部と当接リブとが当接する。このとき、
クリアランスの大きさは、カバー係止部とカバー係止受け部との係り代よりも小さく設定
されているので、カバー支持部と当接リブとが当接した状態であっても、カバー係止部と
カバー係止受け部との係止が解除されることが抑制される。
【００１４】
　前記絶縁プロテクタには、前記解除方向について前記カバー係止受け部よりも前方の位
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置に、前記解除方向に交差する交差壁が設けられており、前記交差壁には前記カバー支持
部が形成されていることが好ましい。
【００１５】
　上記の態様によれば、カバー支持部はカバー係止受け部よりも解除方向について前方の
位置に形成されているので、カバーに対して解除方向の力が加えられてカバーとカバー支
持部とが当接した場合でも、カバー係止受け部が力を受けて変形することを確実に抑制す
ることができる。これにより、カバー係止部とカバー係止受け部との係止が解除されるこ
とが確実に抑制されるので、絶縁プロテクタからカバーが外れることを確実に抑制するこ
とができる。
【００１６】
　前記交差壁には切欠部が設けられており、前記カバーには前記切欠部に嵌入する嵌入部
が設けられており、前記嵌入部には、前記カバーに対して前記解除方向と交差する方向の
力が加えられた時に、前記交差壁のうち前記切欠部を構成する一対の口縁部の少なくとも
一方に当接する口縁当接リブが前記解除方向に沿って延びて形成されていることが好まし
い。
【００１７】
　上記の態様によれば、カバーに対して解除方向と交差する方向の力が加えられた時に、
カバーが解除方向と交差する方向に移動することが抑制される。これにより、カバー係止
部とカバー係止受け部とに力が加えられることが抑制されるので、カバー係止部とカバー
係止受け部との係止が解除されることが抑制される。
【００１８】
　前記導電部材は前記複数の蓄電素子の少なくとも一つの電圧を検知する電圧検知線であ
る構成としてもよい。
【００１９】
　上記の態様によれば、カバーによって電圧検知線が覆われることにより、電圧検知線が
絶縁プロテクタからはみ出すことが抑制される。
【００２０】
　前記絶縁プロテクタと前記カバーとはヒンジを介して一体に形成されていることが好ま
しい。
【００２１】
　上記の態様によれば、配線モジュールの部品点数を削減することができる。
【００２２】
　前記絶縁プロテクタは、前記複数の蓄電素子が並べられた方向に沿って、複数の連結ユ
ニットが連結部によって連結されてなり、前記複数の連結ユニットのそれぞれには、前記
カバー係止部と、前記カバー支持部と、が形成されていることが好ましい。
【００２３】
　上記の態様によれば、カバーは各連結ユニットに形成されたカバー係止部によって係止
されると共に、各連結ユニットに形成されたカバー支持部によって、カバーが絶縁プロテ
クタから外れる方向に移動することが抑制される。これにより、複数箇所においてカバー
が確実に係止されるので、カバーが絶縁プロテクタから外れることを確実に抑制すること
ができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、絶縁プロテクタからカバーが外れることを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態１に係る蓄電モジュールを示す平面図である。
【図２】連結ユニットを示す平面図である。
【図３】検知線カバーが閉じられた状態の連結ユニットを示す平面図である。
【図４】連結ユニットを示す側面図である。
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【図５】連結ユニットを示す正面図である。
【図６】図３におけるＶＩ－ＶＩ線断面図である、
【図７】図３におけるＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図である。
【図８】図９におけるＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線断面図である。
【図９】検知線カバー及びバスバーカバーが閉じられた状態の連結ユニットを示す平面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　＜実施形態１＞
　本発明の実施形態１を、図１ないし図９を参照しつつ説明する。図１に示すように、本
実施形態に係る配線モジュール１０は、複数（本実施形態では１２個）の蓄電素子１１を
並べてなる蓄電素子群１２に取り付けられて蓄電モジュール１３を構成する。蓄電モジュ
ール１３は、電気自動車又はハイブリッド自動車等の車両（図示せず）に搭載されて、車
両を駆動するための動力源として使用される。
【００２７】
　以下の説明においては、図１における左方を左方とし、右方を右方とする。また、図１
における下方を前方とし、上方を後方とする。また、図４における上方を上方とし、下方
を下方とする。また、以下の説明において、複数の同一部材については、一の部材に符号
を付し、他の部材については符号を省略することがある。
【００２８】
（蓄電素子１１）
　本実施形態に係る蓄電素子１１は二次電池である。蓄電素子１１の内部には図示しない
蓄電要素が収容されている。蓄電素子１１は略直方体形状をなしている。蓄電素子１１の
上面には前後方向の両端部寄りの位置に、一対の電極端子１４が上方に突出して形成され
ている。電極端子１４の一方は正極端子であり、他方は負極端子である。蓄電素子１１は
、隣り合う電極端子１４が異なる極性となるように配置されている。複数の蓄電素子１１
は左右方向に並べられて蓄電素子群１２を構成している。
【００２９】
（配線モジュール１０）
　蓄電素子群１２の上面には配線モジュール１０が取り付けられている。配線モジュール
１０は、左右方向に細長い形状をなしている。本実施形態に係る配線モジュール１０は、
蓄電素子群１２の前端部寄りの位置に配された前側配線モジュール１０Ａと、後端部寄り
の位置に配された後側配線モジュール１０Ｂと、が前後に接続されてなる。
【００３０】
　配線モジュール１０は、絶縁プロテクタ１５と、絶縁プロテクタ１５に収容された複数
の電圧検知線２３（導電部材に相当）と、絶縁プロテクタ１５に取り付けられて電圧検知
線２３を上方から覆う検知線カバー２７（カバーに相当）と、を備える。また、配線モジ
ュール１０には、複数のバスバー１６が収容されている。
【００３１】
（絶縁プロテクタ１５）
　絶縁プロテクタ１５は、絶縁性の合成樹脂からなる複数の連結ユニット１８を連結して
なる。本実施形態においては、前側配線モジュール１０Ａを構成する絶縁プロテクタ１５
は、６つの連結ユニット１８を左右方向に連結してなる。また、後側配線モジュール１０
Ｂを構成する絶縁プロテクタ１５は、７つの連結ユニット１８を左右方向に連結してなる
。複数の連結ユニット１８は、蓄電素子群１２において、複数の蓄電素子１１が並べられ
た方向に沿って連結されている。
【００３２】
（バスバー１６）
　バスバー１６は、金属板材を所定形状にプレス加工してなる。金属板材としては、銅、
銅合金、鉄、鉄合金、アルミニウム、アルミニウム合金等、必要に応じて任意の金属を適
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宜に選択できる。バスバー１６は上方から見て左右方向に細長く延びた形状をなしている
。バスバー１６には、電極端子１４が挿通される端子貫通孔１９Ａがバスバー１６を貫通
して形成されている。端子貫通孔１９Ａ内に電極端子１４が貫通された状態で、ねじ山が
形成された電極端子１４にナット（図示せず）が螺合されることにより、電極端子１４と
バスバー１６とが電気的に接続される。
【００３３】
（電圧検知端子２０）
　バスバー１６の上には蓄電素子１１の電圧を検知する電圧検知端子２０が重ねられてい
る。電圧検知端子２０は、金属板材を所定形状にプレス加工してなる。金属板材としては
銅、銅合金、鉄、鉄合金、アルミニウム、アルミニウム合金等、必要に応じて任意の金属
を適宜に選択できる。電圧検知端子２０は、板状をなす電極接続部２１と、電極接続部２
１からオフセットされた形状で延出されたバレル部２２と、を備える。
【００３４】
　電極接続部２１には、電極端子１４が挿通される端子貫通孔１９Ｂが形成されている。
電圧検知端子２０は、バスバー１６によって接続される隣り合う電極端子１４の一方にお
いて、ナット（図示せず）とバスバー１６との間に挟まれることにより、電極端子１４に
電気的に接続されるようになっている。
【００３５】
　バレル部２２には、電圧検知線２３の一方の端部が圧着されている。電圧検知線２３の
他方の端部は、例えばＥＣＵのような外部接続機器（図示せず）に接続されている。バレ
ル部２２は電極接続部２１の側方から延出されている。
【００３６】
（連結ユニット１８）
　図２に示すように、各連結ユニット１８は合成樹脂製であって、バスバー１６及び電圧
検知端子２０が収容される収容部２４と、収容部２４を上方から覆うバスバーカバー１７
と、収容部２４から導出される電圧検知端子２０のバレル部２２を保持するバレル保持部
２５と、電圧検知線２３が配索される検知線配索溝２６と、検知線配索溝２６を上方から
覆う検知線カバー２７と、を備える。
【００３７】
　図２に示すように、収容部２４は上方から見て左右方向に細長い概ね長方形状をなして
おり、バスバー１６よりもやや大きな形状とされている。収容部２４には上方に開口する
開口部２８が形成されており、この開口部２８内にバスバー１６及び電圧検知端子２０が
収容されるようになっている。
【００３８】
　図２に示すように、収容部２４は、バスバー１６の側方に配された周壁２９を有する。
周壁２９は、左右方向の一方が開口されている。周壁２９は、バレル保持部２５側に位置
する第１周壁２９Ａと、第１周壁２９Ａに対向する第２周壁２９Ｂと、第１周壁２９Ａの
左端と第２周壁２９Ｂの左端を連結する第３周壁２９Ｃと、を備える。本実施形態におい
ては、周壁２９は、図２における右方が開口されている。
【００３９】
　複数の連結ユニット１８が連結されると、周壁２９のうち開口された部分が、隣に位置
する連結ユニット１８の第３周壁２９Ｃによって塞がれる。これにより、複数の連結ユニ
ット１８が連結された状態では、バスバー１６の周囲は、バスバー１６が収容された連結
ユニット１８の第１周壁２９Ａ、第２周壁２９Ｂ、及び第３周壁２９Ｃと、隣に位置する
連結ユニット１８の第３周壁２９Ｃによって囲まれた状態になっている。
【００４０】
　第１周壁２９Ａには、バレル保持部２５に対応する位置に、バレル部２２が導出される
後側切欠部３０（切欠部に相当）が形成されている。後側切欠部３０はバレル保持部２５
の後端部（図２における上端部）に連なっている。バレル保持部２５は上方に開口する溝
状に形成されている。
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【００４１】
　第２周壁２９Ｂの外壁には、バスバーカバー１７がバスバーカバーヒンジ３１を介して
連結されている。バスバーカバー１７は、バスバーカバーヒンジ３１を軸に回動すること
により、収容部２４を上方から覆うようになっている。これにより、バスバーカバー１７
は、収容部２４の開口部２８内に収容されたバスバー１６を上方から覆うようになってい
る。
【００４２】
　バレル保持部２５の前端部（図２における下端部）は、電圧検知線２３が収容される検
知線配索溝２６に連通している。検知線配索溝２６は上方に開口する開口部５５を有する
。検知線配索溝２６は、左右方向に延びた底壁３２と、底壁３２の前後両端部から上方に
立ち上がると共に左右方向に延びた前側壁３３Ａ及び後側壁３３Ｂを備える。前側壁３３
Ａは底壁３２に対して前側に位置しており、後側壁３３Ｂは底壁３２に対して後側に位置
している。前側壁３３Ａには、バレル保持部２５に対応する位置に、電圧検知線２３が検
知線配索溝２６へと導出される前側切欠部３４が形成されている。電圧検知線２３は、検
知線配索溝２６の開口部５５内に収容されている。
【００４３】
　前側壁３３Ａの外壁には、検知線カバー２７が検知線カバーヒンジ３５（ヒンジに相当
）を介して連結されている。検知線カバー２７は、検知線カバーヒンジ３５を軸に回動す
ることにより、検知線配索溝２６と、バレル保持部２５を、上方から覆うようになってい
る。これにより、検知線カバー２７は、検知線配索溝２６及びバレル保持部２５に収容さ
れた電圧検知線２３を上方から覆うようになっている（図６参照）。
【００４４】
　バレル保持部２５の左右両側には、隣り合う連結ユニット１８同士を連結する主連結突
部３７（連結部に相当）と、主連結受け部３８（連結部に相当）とが形成されている。連
結ユニット１８の主連結突部３７を隣接する連結ユニット１８の主連結受け部３８に嵌合
させると、主連結突部３７と主連結受け部３８とが係合して連結ユニット１８同士が連結
される。
【００４５】
　また、バスバーカバー１７の後端部寄りの位置には、左右両側に、隣り合うバスバーカ
バー１７同士を連結する副連結突部４０（連結部に相当）と、副連結受け部４１（連結部
に相当）とが形成されている。バスバーカバー１７の副連結突部４０を隣接するバスバー
カバー１７の副連結受け部４１に嵌合させると、副連結突部４０と副連結受け部４１とが
係合してバスバーカバー１７同士が連結される。
【００４６】
（バスバーカバー１７の係止構造）
　図２及び図８に示すように、第１周壁２９Ａの外壁には、バレル保持部２５の左方に、
バスバーカバー１７に形成されたバスバーカバー係止部４６に係止するバスバーカバー係
止受け部４５が突出して形成されている。
【００４７】
　一方、図８に示すように、バスバーカバー１７には、バスバーカバー１７が開口部２８
を覆った状態において、バスバーカバー係止受け部４５に対応する位置に、弾性変形可能
なバスバーカバー係止部４６が形成されている。バスバーカバー係止部４６は、バスバー
カバー１７の板面から略垂直に突出して形成されている。バスバーカバー係止部４６の先
端部には、バスバーカバー係止受け部４５に向かって突出する係止突部４７が形成されて
いる。なお、図８においては、説明の便宜のため、検知線カバー２７が省略されている。
【００４８】
　バスバーカバー１７を上方から収容部２４の開口部２８を塞ぐように取り付けると、係
止突部４７がバスバーカバー係止受け部４５に上方から当接して、バスバーカバー係止部
４６が弾性変形する。更にバスバーカバー１７を下方に移動させると、バスバーカバー係
止部４６はバスバーカバー１７係止突部４７を乗り越えて復帰変形する。すると、バスバ
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ーカバー係止受け部４５と、バスバーカバー係止部４６の係止突部４７とが係止する。こ
れにより、バスバーカバー１７が収容部２４に取り付けられるようになっているこれによ
り、バスバーカバー１７は、バスバー１６を覆うようになっている（図９参照）。
【００４９】
　図２及び図８に示すように、連結ユニット１８には、バスバーカバー係止受け部４５に
対向する位置に、弾性変形可能な弾性接触片４８が下方に延びて形成されている。弾性接
触片４８は、下方に向かうに従って、バスバーカバー係止受け部４５側に接近するように
曲がって形成されている。
【００５０】
　図８に示すように、弾性接触片４８は、バスバーカバー係止部４６とバスバーカバー係
止受け部４５との係止が解除される解除方向（図８における矢線Ｂで示される方向）を向
く力がバスバーカバー１７に加えられた時に、解除方向と反対方向からバスバーカバー係
止部４６に当接するようになっている。これにより、バスバーカバー係止部４６とバスバ
ーカバー係止受け部４５との係止が解除されることが抑制されるようになっている。
【００５１】
（検知線カバー２７の係止構造）
　図２に示すように、後側壁３３Ｂの外壁には、バレル保持部２５の左右両側方に、検知
線カバー２７に形成された検知線カバー係止部４３（カバー係止部に相当）に係止する検
知線カバー係止受け部４２（カバー係止受け部に相当）が突出して形成されている。
【００５２】
　一方、図４及び図５に示すように、検知線カバー２７には、検知線カバー２７が検知線
配索溝２６及びバレル保持部２５を覆った状態において、検知線カバー係止受け部４２に
対応する位置に、弾性変形可能な検知線カバー係止部４３が形成されている。検知線カバ
ー係止部４３は、枠状をなしている。検知線カバー係止部４３は、検知線カバー係止受け
部４２に当接して弾性変形し、その後、検知線カバー係止受け部４２を乗り越えて復帰変
形することにより、検知線カバー係止受け部４２と弾性的に係止するようになっている（
図６参照）。なお、図６には、説明の便宜のため、電圧検知線２３が記載されている。
【００５３】
　図７に示すように、第１周壁２９Ａは、検知線カバー係止受け部４２との係止が解除さ
れる解除方向（図７における矢線Ａで示す方向）に交差して形成されている。本実施形態
においては、第１周壁２９Ａの壁面は解除方向に直交して形成されている。また、図２に
示すように、第１周壁２９Ａは、検知線カバー係止受け部４２よりも解除方向について前
方（図２においては後方）の位置に形成されている。本実施形態においては第１周壁２９
Ａが交差壁に相当する。
【００５４】
　図７に示すように、第１周壁２９Ａの上端部には、検知線カバー２７に、検知線カバー
係止受け部４２との係止が解除される解除方向を向く力が加えられた時に、検知線カバー
２７に解除方向と反対方向から当接する検知線カバー支持部（カバー支持部に相当）が形
成されている。
【００５５】
　検知線カバー２７には、検知線カバー支持部に対向する部分に当接リブ４４が形成され
ている。この当接リブ４４は、検知線カバー係止部４３と、検知線カバー係止受け部４２
との係止が解除される解除方向（図７における矢線Ａで示す方向）の力が検知線カバー２
７に加えられた時に、第１周壁２９Ａの上端部に解除方向から当接するようになっている
。当接リブ４４は、上方に突出すると共に、解除方向と交差する方向（本実施形態では直
交する方向）に延びて形成されている（図３参照）。
【００５６】
　図７に示すように、解除方向の力が検知線カバー２７に加えられない状態では、検知線
カバー支持部と当接リブとの間にはクリアランスＲが設定されている。このクリアランス
Ｒの大きさは、検知線カバー係止部４３と検知線カバー係止受け部４２との係り代Ｍより
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も小さく設定されている（図６参照）。
【００５７】
　図３に示すように、検知線カバー２７には、後側切欠部３０に嵌入する嵌入部５３が形
成されている。嵌入部５３には、解除方向（図３において矢線Ａで示す方向）と交差する
方向（本実施形態では、図３における左方）の力が加えられた時に、後側切欠部３０の一
対の口縁部５１のうち、図３における右側に位置する口縁部５１に当接する口縁当接リブ
５４が、解除方向に沿って延びて形成されている。口縁当接リブ５４の前端部と、当接リ
ブ４４の左端部とは連結されており、口縁当接リブ５４と、当接リブ４４とは、全体とし
て略Ｌ字状をなしている。
【００５８】
（本実施形態の作用、効果）
　続いて、本実施形態の作用、効果について説明する。本実施形態においては、絶縁プロ
テクタ１５には、検知線カバー２７に対して、検知線カバー係止部４３と検知線カバー係
止受け部４２との係止が解除される解除方向の力が加えられた時に、解除方向と反対方向
から検知線カバー２７に当接する検知線カバー支持部５０が形成されている。これにより
、検知線カバー係止部４３と検知線カバー係止受け部４２との係止が解除される解除方向
に検知線カバー２７が移動することを抑制することができる。これにより、検知線カバー
係止部４３と検知線カバー係止受け部４２との係止が解除されることが抑制されるので、
絶縁プロテクタ１５から検知線カバー２７が外れることを抑制することができる。
【００５９】
　また、本実施形態においては、検知線カバー２７には、検知線カバー支持部５０に対向
する部分に、検知線カバー２７に対して解除方向の力が加えられた時に検知線カバー支持
部５０に当接する当接リブ４４が解除方向に交差する方向に延びて形成されている。これ
により、検知線カバー２７に対して、検知線カバー係止部４３と検知線カバー係止受け部
４２との係止が解除される解除方向の力が加わった時には、検知線カバー２７に形成され
た当接リブ４４が検知線カバー支持部５０に当接する。この当接リブ４４により、検知線
カバー支持部５０と検知線カバー２７とが当接した場合に、検知線カバー２７が変形する
ことを抑制することができる。この結果、検知線カバー２７の変形に伴って検知線カバー
係止部４３と検知線カバー係止受け部４２との係止が解除されることが抑制されるので、
絶縁プロテクタ１５から検知線カバー２７が外れることを一層抑制することができる。
【００６０】
　また、本実施形態においては、解除方向の力が検知線カバー２７に加えられない状態で
は、検知線カバー支持部５０と当接リブ４４との間にはクリアランスＲが設定されており
、クリアランスＲの大きさは、検知線カバー係止部４３と検知線カバー係止受け部４２と
の係り代Ｍよりも小さく設定されている。これにより、解除方向の力が検知線カバー２７
に加えられていない状態においては、検知線カバー支持部５０と当接リブ４４との間には
クリアランスＲが設定されているので、検知線カバー２７と絶縁プロテクタ１５とを容易
に組み付けることができる。
【００６１】
　一方、解除方向の力が検知線カバー２７に加えられた場合、検知線カバー２７はクリア
ランスＲの分だけ検知線カバー支持部５０に向かって移動する。すると、検知線カバー支
持部５０と当接リブ４４とが当接する。このとき、クリアランスＲの大きさは、検知線カ
バー係止部４３と検知線カバー係止受け部４２との係り代Ｍよりも小さく設定されている
ので、検知線カバー支持部５０と当接リブ４４とが当接した状態であっても、検知線カバ
ー係止部４３と検知線カバー係止受け部４２との係止が解除されることが抑制される。
【００６２】
　また、本実施形態においては、絶縁プロテクタ１５には、解除方向について検知線カバ
ー係止受け部４２よりも前方の位置に、解除方向に交差する第１周壁２９Ａが設けられて
おり、第１周壁２９Ａには検知線カバー支持部５０が形成されている。検知線カバー支持
部５０は検知線カバー係止受け部４２よりも解除方向について前方の位置に形成されてい
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るので、検知線カバー２７に対して解除方向の力が加えられて検知線カバー２７と検知線
カバー支持部５０とが当接した場合でも、検知線カバー係止受け部４２が力を受けて変形
することを確実に抑制することができる。これにより、検知線カバー係止部４３と検知線
カバー係止受け部４２との係止が解除されることが確実に抑制されるので、絶縁プロテク
タ１５から検知線カバー２７が外れることを確実に抑制することができる。
【００６３】
　また、本実施形態によれば、第１周壁２９Ａには後側切欠部３０が設けられており、検
知線カバー２７には後側切欠部３０に嵌入する嵌入部５３が設けられており、嵌入部５３
には、解除方向と交差する方向の力が検知線カバー２７に対して加えられた時に、第１周
壁２９Ａのうち後側切欠部３０を構成する一対の口縁部５１の一方に当接する口縁当接リ
ブ５４が解除方向に沿って延びて形成されている。これにより、検知線カバー２７に対し
て、解除方向と交差する方向の力が加えられた時に、検知線カバー２７が解除方向と交差
する方向に移動することが抑制される。これにより、検知線カバー係止部４３と検知線カ
バー係止受け部４２とに力が加えられることが抑制されるので、検知線カバー係止部４３
と検知線カバー係止受け部４２との係止が解除されることが抑制される。
【００６４】
　また、本実施形態によれば、導電部材は複数の蓄電素子１１の少なくとも一つの電圧を
検知する電圧検知線２３であるので、検知線カバー２７によって電圧検知線２３が覆われ
ることにより、電圧検知線２３が絶縁プロテクタ１５からはみ出すことが抑制される。
【００６５】
　また、本実施形態によれば、絶縁プロテクタ１５と検知線カバー２７とは検知線カバー
ヒンジ３５を介して一体に形成されている。これにより、配線モジュール１０の部品点数
を削減することができる。
【００６６】
　また、絶縁プロテクタ１５は、複数の蓄電素子１１が並べられた方向に沿って、複数の
連結ユニット１８が主連結突部３７及び主連結受け部３８、並びに副連結突部４０及び副
連結受け部４１によって連結されてなり、複数の連結ユニット１８のそれぞれには、検知
線カバー係止受け部４２と、検知線カバー支持部５０と、が形成されている。これにより
、検知線カバー２７は各連結ユニット１８に形成された検知線カバー係止受け部４２によ
って係止されると共に、各連結ユニット１８に形成された検知線カバー支持部５０によっ
て、検知線カバー２７が絶縁プロテクタ１５から外れる方向に移動することが抑制される
。これにより、複数箇所において検知線カバー２７が確実に係止されるので、検知線カバ
ー２７が絶縁プロテクタ１５から外れることを確実に抑制することができる。
【００６７】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００６８】
　（１）本実施系形態に係る導電部材は電圧検知線２３としたが、これに限られず、導電
部材がバスバー１６であって、且つカバーがバスバーカバー１７であってもよく、また、
また、導電部材が蓄電素子１１に対して伝熱的に接続されるサーミスタ及びこのサーミス
タから導出されるリード線であって、且つカバーがサーミスタ及びリード線を覆うカバー
であってもよい。導電部材及びカバーは、必要に応じて任意の部材を選択しうる。
【００６９】
　（２）本実施形態においては、検知線カバー２７に解除方向の力が加えられない状態で
は、検知線カバー支持部５０と検知線カバー２７との間にクリアランスＲが設定される構
成としたが、検知線カバー支持部５０と検知線カバー２７との間にクリアランスＲを設定
しない構成としてもよい。
【００７０】
　（３）嵌入部５３には、一対の口縁部５１のそれぞれに当接する、一対の口縁当接リブ
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５４が形成される構成としてもよい。
【００７１】
　（４）口縁当接リブ５４は省略してもよい。
【００７２】
　（５）本実施形態においては、蓄電素子１１として二次電池を用いたが、これに限られ
ず、蓄電素子１１としては、キャパシタ、コンデンサを用いてもよい。
【００７３】
　（６）本実施形態においては、検知線カバー２７は検知線カバーヒンジ３５を介して絶
縁プロテクタ１５に一体に形成される構成としたが、これに限られず、検知線カバー２７
は絶縁プロテクタ１５と別部品としてもよい。
【００７４】
　（７）本実施形態においては、主連結突部３７及び主連結受け部３８、並びに副連結突
部４０及び副連結受け部４１は連結ユニット１８に一体に設けられる構成としたが、これ
に限られず、連結ユニット１８は、連結ユニット１８とは別体に形成された連結部によっ
て連結される構成としてもよい。
【００７５】
　（８）本実施形態においては、複数の連結ユニット１８が連結されることにより絶縁プ
ロテクタ１５が形成される構成としたが、これに限られず、絶縁プロテクタ１５は、複数
のバスバー１６を収容する１つの部材としてもよい。
【００７６】
　（９）本実施形態においては、検知線カバー支持部５０は第１周壁１９Ａに形成される
構成としたが、これに限られず、検知線カバー支持部５０は必要に応じて絶縁プロテクタ
１５の任意の位置に形成することができる。
【符号の説明】
【００７７】
　１０：配線モジュール
　１１：蓄電素子
　１２：蓄電素子群
　１５：絶縁プロテクタ
　１８：連結ユニット
　２３：電圧検知線（導電部材）
　２７：検知線カバー（カバー）
　２９Ａ：第１周壁（交差壁）
　３０：後側切欠部（切欠部）
　３５：検知線カバーヒンジ（ヒンジ）
　３７：主連結突部（連結部）
　３８：主連結受け部（連結部）
　４０：副連結部（連結部）
　４１：副連結受け部（連結部）
　４２：検知線カバー係止受け部（カバー係止受け部）
　４３：検知線カバー係止部（カバー係止部）
　４４：当接リブ
　５０：検知線カバー支持部（カバー支持部）
　５１：口縁部
　５３：嵌入部
　５４：口縁当接リブ
　５５：開口部
　Ｒ：クリアランス 
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